
随意契約の状況 

担 当 課 ： 学校教育課 

契 約 日 ： 令和７年５月９日 

履行開始日： 令和７年４月１日 

件名 契約の概要 履行期間 契約の相手方 

契約金額(円) 

税込 

（税抜） 

教育用ネットワ

ークセキュリテ

ィシステム利用

業務 

八雲町内小中学校の教

育用パソコンネットワ

ークセキュリティシス

テムの利用に係る業務 

令和７年４月１日 

～ 

令和８年３月31日 

函館市末広町22

番１号 

 

株式会社エスイ

ーシー 

4,852,980 

（4,411,800） 

随意契約とした理由及び随意契約の相手方を選定した理由 

当該業務は、校務用パソコンの更新に伴い、新たに構築したネットワ―クセキュリティシステムを

利用するもので、相手方は既設サーバー及びネットワークの構築等を行っており、既存システムの構

造を熟知していること並びに保守業務にあたり期間及び経費を削減することができるから、地方自治

法施行令第167条の２第１項第６号及び八雲町財務規則第140条第２項第１号の規定に基づき、相手方

として選定したものである。 

 


